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別表1の凡例  

（a）施設・公物設置管理の基準  

1．り｝野」欄及び「通番」欄は、第2次勧告別紙1と同じである。  

2．「見直し対象」欄のうち、「概要」欄は、見直しの対象範囲となった施設・公物設置管理の   

基準の概略を示し、「該当条文」欄には、該当条文のうち見直し対象となる部分に下線を付   

した。  

3．「条例制定の主体」欄の記号の意味は、次のとおり。   

「1」：都道府県（大都市等に関する特例等により、指定都市等を含む場合もある。）   

「2」：市町村   

「3」：都道府県及び市町村  

4．「備考」欄は、次の場合に記載した。  

（D 見直し対象施設等基準の一部が、第2次勧告で示した「義務付け・枠付けの存置を許  

容する場合のメルクマール」及び「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマ  

ール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」（以下、「メルクマー  

ル」という。）に該当する場合。（該当する部分の内容の義務付けについては、存置を許  

容。）   

② 法令で基準が設定されていても、その内容を定量的、個別具体的に定めるために、条  

例を制定することが許容されていることが確認された場合。（「条例制定許容」と記してお  

り、存置を許容。（第○章3（a）（2）ただし書き関連））   

③ 見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。  
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見直し対象  講ずべき措置  
分野  通番   法律   条   項  備考  

概要   該当条文（下線部）   見直しの方針   条例制定の主体   

（高齢者向け公共賃貸住宅への入居）  

第百二十条第百十七条の規定による申出に係る菅借人代替伸幸又は願出  

高齢者向け公共賃貸住宅への  
第120条  第1項   入居基準  廃止又は条例委任   3  

であるときは、当該高齢者向け公共賃貸住宅を管  
入居者の菅椿に該当する看 理する地方公共団体は、その昔右当該富齢者向け公共官省仲宅に入居きせる  

マンションの建替え  ものとする。  
9  13   の円滑化等に閲す  

る法律  
（市町村借上住宅への入居）  

第百二十一条第百十七条の規定による申出に係る管倍人代替伸幸又は転  
第121条  第1項  市町村借上住宅への入居基準    出区分所有者代替伸幸が病臥村借卜伸幸である嬉合においては、当該市町  廃止又は条例委任   2  

村借上住宅を管理する市町村は、当該由出利一ト音券当該市町村借卜伸幸に  
ム丘主立五ものとする。   

（教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等）  
第三条幼稚園又は保育所等（以下「施設」という。）の設置者（都道府県を除  
く。）は、その設置する施設が次に撼げる専件に適合している旨の都道府県知  
事（保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係  

る事務を地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百八十条のこの規  
定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場  
合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県  
の教育委員会。以下同じ。）の認定を受けることができる。  
ー当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領く学校教育法  
第二十五条の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文  

▲学前の子どもに  
部科学大臣が定めるものをいう。）に従って編成された教育課程に基づく教育  

関する教育上」医阜   
を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子  
どものうち塀書福祉法富三＋九重笛一店に椙定する釧別こ該当寸る者 

第3粂  第1項  認定こども園の設備■運営基準  に対  廃止又は条例委任   
参酌すべき基準の一層の  
弾力化、大綱化  10  2  ニ当該施設が保育所等である場合にあっては、促音福祉法嘗三＋九条笛－  

阻一  鱈に槍冒する幼児に対する保育を行うほか、当該跡見以外の義三歳以上の  
子ども（当該蛛静が保育所である場合にあっては＿当該保育所が所存する市  

町村（轄別院多含か㌧以下闇l二▲）lこおける闇法官ニ＋四重富二店に組雷する  

ら九る数の子どもに限  
五⊥を保育し、かつ、恵三島以トの羊どもに対し学校教育法第二十三条各号  
に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。  
三子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育  
に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるもの  
を、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。  
四 二丈弘独里左足血豆生温軋左臣上組臨盟一丁定める愉静の滑借丑丁∫運営に            盟主金主塗を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。   
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見直し対象  講ずべき措置  

分野  通番   法律   条   項  備考  
概要   該当条文（下線部）   見直しの方針   条例制定の主体   

2幼稚蘭及一片保育所等の子九ぞ九の用に俵き九る練 
保連携施設」という。）の設置者（都道府県を除く。）は、その設置する幼保連携  
施設が次に槍げる専件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けること  
ができる。  
一次のいずれかに該当する施設であること。  
イ当該幼保連携施設を構成する保育所等において、藩三歳以上の子どもに  

対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、  
参酌すべき基準の一層の  

第3条   第2項  認定こども園の設備・運営基準   弾力化、大綱化  
就尊厳剋三 女士  ロ当該幼侯連樵縮儲香構成する保育所讐に入所Lて いた子どもを引き続き  
閻王  当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行  

10  2    等旦総会坦生還盤  うこと。  
の推進l三関王る法  二子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域における教育  
寧1  及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認めら  

れるものを、保護者の要言引こ応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。  
支部私学士F′厘ヰ萌助士醇とが 

盟主五基塗を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。   

2認定こども園（第三条第一項又は第二項の認定を受けた施設及び同条第  

第6条   第2項  認定こども圃の表示基準  三項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。）の設置者は、王立塵 物又は敷】他の公褒の眉やすい1最戸斤に ▲当該抽三9が害盈昏こども聞て；寿lる旨の蒜  

元本l一なければならない。   

第三条学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、せ部私学大臣の蕾  
第3条  学校の設置基準  める設備．紹刺その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならな  

い。   

第百二十八条専修学校は、次に塙げる毒Ⅰ引こついて文部私学大臣の定める  
基塗に適合していなければならない。  
二B的．ヰ桔の敏文は護持の挿雀引こ応じて青かなければならない教畠の  

第128条  専修学校の設置基準  塾  
なけ九ばならない接地及び  

格舎の面持前刃に子の付 年件の散文は護持の挿雀引こ瓜こて右lノ 窟丑Tf王署滝  
10  3  学校教育法  なけ九ばなもない設 

三日的∴牛樵の散文は護持の擢雀引こ航じ丁右1ノ備 四目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱   

2専修学校の校長は、教育に関する油層左右l＿▲かつ．教書一撃鮪又はせ化  
第129条  第2項  専修学校の校長資格  

に関する斐弄引こ辞書した者でなければならない。   
廃止又は条例委任   

第129条  第3項  専修学校の教員資格   闇1上せ菩旺私学大鰐の蕾める督絡奏者する着でなければならない。   3専修学校の教員は、子の相当する教書に関する圭門的な知誰又は持能に   廃止又は条例委任   
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見直し対象  講ずぺき措置  

分野  通番   法律   条   項  備考  

概要   該当条文（下線部）   見直しの方針   条例制定の主体   

第二十四条市町村は、倶誰者の萌働又は疫病その他の政令で定める基蓮に   
ニ上り 旨諾すべ l見＿必用計文王日豪三＋九条笛  

従い各一別で蕾める主由l．子の弓き軋        二頂に規定する曝書の保育に欠けるとこみがある媚合において＿僅話者から  
第24条  第1項   保育所の利用者基準  由込みがあつト′声l士▲子九らの悍雪右侯書所においT侵音l一 廃止又は条例委任   2  

巳」ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の  
適切な保護をしなければならない。  

指定知的障害児施設の従業者  
第24条の12  第1項   の資格   盈良基塗に従い、指定施設支援に従事する従業者を有しなければならない。   

廃止又は条例委任   

21  6  児童福祉法  
省令で居める 

第24条の12  第2項  指定知的障害児施設の設備・運 営基準  ②指定知的障害児施設等の設置者は、厘年常勤措辞知的瞳 幸旧繍滑掌の静億乃一丈運営に髄する其進に従い、指定施設支援を提供しなけ ればならない 
。   

施設の職艮の資格   第35条  

3  

第45条   

21  12  老人福祉法   
2養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、五盛血基 

第17条  第2項  老人福祉施設の設備・運営基準   塗を遵守  3  
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別表2の凡例  

（b）協議、同意、許可・認可・承認  

1．「分野」欄及び「通番」欄は、第2次勧告別紙1と同じである。  

2．「見直し対象」欄は、見直し対象範囲に該当する協議、同意、許可・認可・承認の概略を示   

した。なお、協議を受け、又は同意、許可・認可一承認を行う者は、括弧内に記した。   

（例）・同意協議（大臣）：大臣の同意を要する協議（同意のみの場合を含む）  

・協議（知事）：知事への協議  

3．「講ずべき措置」欄の記号に対応して、具体的に講ずべき措置は以下のとおりである。   

なお、「×」の場合は、見直し対象を廃止すべきものである。  

「講ずべき  
本文の記述（「講ずべき措置」欄の記号に対応）   具体的に講ず  

措置」欄の  

記号  
【】内は本文の記述箇所   べき措置   

法制度上当然に、国の税制・財政上の特例措置が講じられる計画を策   

1a  定する場合  

【（b）（2）（i）（a）】   

地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を  

1b  
行うため国が定める総量的な具体的基準をもとに関係地方自治体が  

計画を策定する場合  

【（b）（2）（i）（b）】   

法制度上当然に、国の施策を集中的・重点的に講ずるものとされてお  

り、法制上の特別の効果が生じる計画を策定する場合において、呈該  

1①  国の施策と当該計画との整合性を特に確保しなければ当該国の施策  

の塞凰；畳し〈重爆が生ずると認吸られる王座  同意を草する  

【（b）（2）（i）①】  協議を許容   

国（都道府県）に対して一定の事務の処理を義務付けることとなる場合  

1②  
であって 国（β道府目）の施策と整合性を特に確保しなければこれら  

の施策の由施に著しく支障が生ずると認められるもの  

【（b）（2）（i）②】   

地方自治体の区域を越えて移動する天然資源について広域的な観点  

から適正管理を行う場合であって、関係地方自治体の間では利害調整  

が明らかに困難であり、国が特にその処理の適正を確保する必要があ  
1③  

るも型  

【（b）（2）（i）③】 
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国・地方自治体の事務配分の特例を許容するために事務の移譲を受   

ける都道府県、市町村が協議を求める場合、又は国・地方自治体以外  

2（D  
の主体と市町村（都道府県）の間の事務配分の特例を都道府県（国）が  

許容する場合であって、都道府県亡国）＿が箆Lこそ免処理の塾重畳廷僅  

土星必圭があ畳も嬰  

【（b）（2）（ii）①】  

地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を  

行うため国が定める総量的な目標に従って関係地方自治体が計画を  
2②  

策定する場合  

【（b）（2）（ii）②】  

事務の処理に当たって当該地方自治体の区域を越える利害調整が必  

2③  
要であるが、関係地方自治体との間での利害調整が明らかに困難であ  

り、恩｛重量庇県と垂ヨ勤王その処理の適重畳亜像王包毎夏があ名連¢  

【（b）（2）（ji）③】  

同意を要しない  

同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれ  協議を許容  

2④  
ぞれ専ら担う権限が配分されているため、国土軌道靡県）上里調＿彗が杢  

可欠でぁる場貪であって、私人の権利・義務に関わるもの  

【（b）（2）（ii）④】  

同一の事案について国（都道府県）が異なる個別具体的な行政目的か  

ら重畳的に異なる権限を行使することが可能である場合、又は国（都道  

2⑤  府県）が既に行った行政処分の内容と抵触する可能性がある権限を行  

使する場合であって、私人の権利・義務に関わるもの  

【（b）（2）（ii）⑤】  

私人に対して課される義務付けを国及び地方自治体に対して免除して  

いる場合であって、国に対する協議を義務付ける相手方として地方自  
2⑥  

治体を国と同様に扱っている事務を処理するもの  

【（b）（2）（ii）⑥】  

刑法等で一般には禁止されていながら特別に地方自治体に許されてい   

3d  るような事務を処理する場合  

【（b）（2）（iii）（d）】  

3e   
公用収用・公用換地・権利変換に関する事務を処理する場合  

【（b）（2）（iii）（e）】  

3f   
補助対象資産、国有財産処分等に関する事務を処理する場合  

許可・認可一乗  

3g   
法人の設立に関する事務を処理する場合  

【（b）（2）（iii）（g）】  

認を許容  

国の関与の名宛人として地方自治体を国と同様に扱っている事務を処  

3h  理する場合  

【（b）（2）（iii）（h）】  

私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が  

3（D  行う場合であって、地方自治体の事務として定着していないもの  

【（b）（2）（iii）①】  



同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれ   

4①  意見聴取を許   ぞれ専ら担う権限が配分されているため、国土着帽疲県）上吸調度垂ミ杢  
可矢で塵る湯量   容  

【（b）（2）（iv）（D】   

私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が   

5①  
事前報告・届   行う場合であって、垂軌；旦〈厳達虚空むガ華Lヨ巴塵L〔あく虔き真が豊  
担皇ね卓追吸   出・通知を許容  

【（b）（2）（V）①】   

法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置を講ずることを促す場   

6①  ム   凶  

事後報告・届  

出・通知を許容  

6②   ある場合  

【（b）（2）（vi）②】   

第○章3（b）（2）において「（i）（ii）（iv）（v）の項目のうち下破線部分には該当しないが、そ  

2※     れ以外の部分に該当しているものについては、下破線部分に該当しない程度に応じて   

4※  個々に判断し、それぞれの場合に許容するものとされている同意を要する協議、同意を要   

5※  しない協議、意見聴取、事前報告・届出・通知よりも弱い形態のものとする。」とされてお   

6※   り、これに基づき「同意を要しない協議」「意見聴取」「事前報告・届出・通知」「事後報告・届  

出・通知」が必要と判断する場合は、それぞれ2※、4※、5※、6※と記載。   

4．「備考」欄は、次の場合に記載した。   

①「講ずべき措置」欄で、2※、4※、5※、6※と記したものについて、許容される形態を示  

す場合。   

② 見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。  
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分野  通番   法律   条   項   見直し対象   講ずペき措置   備考   

第14条  第8項  同意協議（知事）   2①  

21  l  社会福祉法  

第73条  第1項  許可（知事）   ×  

21  13  高齢者の医療の確 保に関する法律  第133条  第2項  協議（知事）   ×  

22    国民健康保険法  第12条  協議（知事）   ×  



別表3の凡例  

（c）計画等の策定及びその手続  

1．「分野」欄及び「通番」欄は、第2次勧告別紙1と同じである。  

2．「見直し対象」欄は、見直し対象となる計画等の策定及びその手続の概略を示した。  

3．「整理記号」の意味及び「講ずべき措置」欄の記号に対応して、具体的に講ずべき措置は、   

以下のとおりである。   

（1）「講ずべき措置」欄が「×」の場合  

整理   具体的に講ずべき措置   

記号  
意味  

（「講ずべき措置」欄が「×」の場合）   

次のいずれかの措置を講ずる  

・計画等の策定及びその内容に係る規定そのもの  

c2  計画等の策定及びその内容  
の廃止  

・計画等の策定に係る規定の「できる」規定化又は  

努力義務化、及びその内容に係る規定の例示化  

又は目的程度の内容への大枠化   

計画等の策定の手続のうち一定の相手  

cb  
方の意見聴取等の義務付け（地方自治体  

が国又は都道府県を相手方として行う  
廃止   

行為）  

計画等の策定の手続のうち一定の相手  

c3   方の意見聴取等の義務付け（cbに該当す  
廃止又は協議・調整・意見聴取等に関する努力・配  

るものを除く）  
慮義務に係る規定化   

c4   
計画等の策定の手続のうち公示・公告・  廃止又は公示・公告・公表等に関する努力・配慮義  

公表等の義務付け   務に係る規定化   

計画等の策定の手続（私人等からの意見  

c5   聴取等、公示・公告・公表等）の個別具  

体的な方法の義務付け   
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整理  「講ずべき  本文の記述（「講ずべき措置」欄の記号に対応）   

措置」欄  具体的に講ずべき措置  
記号  

の記号   
【】内は本文の記述箇所  

私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な  

根拠（私人、他の地方自治体の費用負担の直接  
①  

的な根拠を含む。）となる計画を策定する場合  

【（c）（2）①】   

計画等の策定及び内容（①～③  

②   
総量的な規制・管理を行うために計画を策定する  

に係る部分）の義務付けの存置  
場合  

【（c）（2）②】  

を許容  

基本的事項について市町村による一定の判断が  

③  
あることを直接的な根拠として都道府県が計画を  

策定する場合  

【（c）（2）③】  

c2  次のいすれかの措置を講ずる  

・計画等の策定及びその内容  

に係る規定そのものの廃止  

・④に係る計画等の内容の轟  

務付けの存tを許容した上  

法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置       で、計画等の策定に係る規定  

が講じられる計画又は特例措置を講ずることを促  の「できる」規定化又は努力  
④  

す計画を策定する場合   暮務化  

【（c）（2）④】  ・G2①－③に係る部分と不可  

分である場合、計画等の策定  

の義務付けの存tは許容さ  

れることとなるが、喀）に係る計  

画等の内容が任意的記飯事  

項であることの明確化  

議決、協議・調整・意見聴取等・同意、認定の手  

別表2（b）  続を義務付けているもののうち、地方自治体が国  

cb   の表中記  
又は都道府県を相手方として行う行為（地方自治  

体が私人と同一に取り扱われているものを除く）   
⊂：コ  

については、見直しの方針は（b）と同様  
「別表2の凡例」を参照  

【（c）（3）第一段落】  

当該計画によって一定の事務の処理又は費用の  （（》の場合）  

c3   
負担を求められることとなる者を相手方又はその  

①  
構成員とする場合  

【（c）（3）①】   

（（か－④の場合）  

具体的に範囲が特定された利害関係者、学識経  
協議・調整・意見聴取等の存置  

②  を許容       験者を明示的に相手方又はその構成員とする場  

合  【（c）（3）②】  
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地方自治体の区域を越える利害調整を行う必要  

③  があるときに、関係地方自治体を相手方又はそ  

の構成員とする場合  

【（c）（3）③】  

地方自治体が処理する事務について、他の者が  

同一の個別具体的な目的から関連する事務を実  

④  
施し、その整合性を確保する必要があると認めら  

れるときに、当該者を相手方又はその構成員とす  

る場合   

【（c）（3）④】   

不特定多数の者の権利を制限し、又は義務を課  

する場合に、その効力発生要件又は内容を周知  

する手段として行われる場合  

【（c）（4）（D】   

公示・公告・公表等の存置を許  

c4   れた利害関係者に主張の機会を付与するために  
②   

行われる場合  
容  

【（c）（4）（塾】  

意見の申立て等、後続の手続の不可欠の前提と  

③  なっている場合  

【（c）（4）③】   

4．「備考」欄は、次の場合に記載した。  

（D メルクマールに該当する場合。（該当する計画等の内容は、存置を許容。）  

②見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。  
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分野  通番   法律   条   項  見直し対象   講ずべき措置   備考  

（整理記号）   

④（下水道の整備等に伴  
うー般廃棄物処理業等の  
事業の転換並びに経営の  

下水道の整備等に  
近代化及び規模の適正  
化、下水道等の整備等に  

20  33   伴う一般廃棄物処 理業等の合理化に  
第2項  合理化事業計画の内容   C2  より業務の縮小又は廃止  

関する特別措置法   
を余儀なくされる一般廃棄  
物処理業等を行う者に対  
する資金上の措置に係る  

部分）  

×（その他）  

メルクマールV：4号～8号  
①（10号～12号に係る部  ）   

第30条の4  第2項  医療計画の内容   c2  分   
×（その他）  り独自に加減算できるよう  

見直し  

第30条の4  第10項  学識経験者の団体の意見聴取   c3   
20  44  医療法  

②  

第30条の4  第12項  医療計画の内容の公示   c4   ①  

第30粂の6  第1項  医療計画の変更   c2   ×  

救急医療用ヘリコ  医療計画に定める救急医療用へ  
c2   20  45   ブターを用いた救 急医療の確保に関  第1項   リコブターを用いた救急医療の  

×   メルクマール∨：2号   

確保の内容  
する特別措置法   

安全な血液製剤の  
20  52   安定供給の確保等  c4   ×  

に関する法律   

第20条  指導監督の計画の策定   c2   ×  

②（社会福祉を目的とする  
事業を経営する著その他  

住民、福祉事業者等の意見反映   c3  社会福祉に関する活動を  

第107条  
行う者に係る部分）  

×（その他）  
21  l  社会福祉法  

市町村地域福祉計画の内容の  c4   
事前公表  

×  

住民等の意見反映   c3   ×  

第108条  

都道府県地域福祉支援計画内  c4   
容の事前公表  

×  

21  3  民生委員法   第18粂  
民生委員の指導監督の計画の  
策定   

c2   ×  

第8条   第1項  市町村行動計画の策定   c2   ×  

第8条   第2項  市町村行動計画の内容   c2   ×  

第8条   第3項  住民の意見反映   c3   ×  

第8条   第4項  市町村行動計画の公表   c4   ×  

21  5  次世代育成支援対                                                              第8条   第5項  市町村行動計画に基づく措置の 施状況の公表   

策推進法  
c4   

実  
×  

第8条   第6項  市町村行動計画の公表方法   c5   ×  

第9条   第1項  都道府県行動計画の策定   c2   ×  

第9条   第2項  都道府県行動計画の内容   G2   ×  

第9条   第3項  住民の意見反映   c3   ×  

1－80  
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分野  通番   法律   条   項  メ、   講ずべき措置   備考  
（整理記号）   

第9条   第4項  都道府県行動計画の公表   c4   X  

第9条   第5項  都道府県行動計画に基づく措置 の実施状況の公表   
c4   X  

第9条   第6項  都道府県行動計画の公表方法   c5   ×  

21  5  次世代育成支援対                                               ミ   
准   

第19条  第1項  特定事業主行動計画の策定   c2   ×  

第19条  第2項  特定事業主行動計画の内容   c2   ×  

第19条  第3項  特定事業主行動計画の公表   c4   X  

第18条の2  児童委員の研修の計画の策定   c2   X  

第56条の8  第1項   市町村保育計画の策定   c2   〉く  

第56条の8  第2項  住民の意見反映   c3   ×  

第56条の8  第3項   市町村保育計画の公表   c4   ×  

市町村保育計画実施状況の公  
表   

c4   ×  

第56条の8  第4項  

21  6  児童福祉法  市町村保育計画の公表方法   c5   ×  

第56条の9  第1項   都道府県保育計画の策定   c2   ×  

第56条の9  第2項  住民の意見反映   c3   ×  

第56条の9  第3項  都道府県保育計画の公表   c4   X  

都道府県保育計画実施状況の  
公表   

c4   ×  

第56条の9  第5項  

都道府県保育計画の公表方法   c5   ×  

母子福祉同体その他関係者の  ②（母子福祉団体に係る   

意見反映   
c3  部分）   

21  10  母子及び寡婦福祉 法  第12条  第1項  ×（その他）  

母子家庭及び寡婦自立促進計  
画内容の事前公表   

c4   ×  

第20条の8  第1項   市町村老人福祉計画の策定   c2   ②  

第20条の8  第2項  市町村老人福祉計画の内容   c2   ②（1号に係る部分）   
×（その他）  

第20条の8  第3項  市町村老人福祉計画内容にお ける勘   

案事項   
c2   ②  

第20条の8  第5項  市町村老人福祉計画内容にお ける勘案事項   c2   ×  

21  12  老人福祉法  

第20条の8  第8項   都道府県の意見聴取   cb   4①（1号に係る部分）   
×（その他）  

第20条の9  第1項  都道府県老人福祉計画の策定   c2   

第20条の9  第2項  都道府県老人福祉計画の内容   c2   ①（1号に係る部分）   
X（その他）  

第20条の9  第3項  都道府県老人福祉計画策定に おける勘案事項   c2   
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設定の類型  
条例委任する場合の基準  

「参酌すべき基準」型   「標準」型 「従うべき基準」型、   

法的効果   O「参酌すべき基準」とは、十分参照し  O「標準」とは、通常よるべき基準   O「従うべき基準」とは、必ず適合しな  

なければならない基準  ければならない基準  

○条例の制定に当たっては、法令の「参  ○条例の内容は、法令の「標準」を標準  ○条例の内容は、法令の「従うべき基準」  

酌すべき基準」を十分参照した上で判  に従わなければならない   

断しなければならない   

異なるものを定める  法令の「参酌すべき基準」を十分参照し  法令の「標準」を標準としつつ、合理的  法令の「従うべき基準」と異なる内容を   

ことの許容の程度   た結果としてであれば、地域の実情に応  な理由がある範囲内で、地域の実情に応  定めることは許容されないが、当該基準  

じて、異なる内容を定めることは許容  じた「標準」と異なる内容を定めること  に従う範囲内で、地域の実情に応じた内  

は許容   容を定めることは許容   

備  考   「参酌する行為」を行ったかどうかにつ  「標準」と異なる内容について説明責任  「従うべき基準」の範囲内であることに  

いて説明責任（行為規範）   ⇒合理的な理由がない場合は違法  ついて説明責任  

⇒「参酌する行為」を行わなかった場合  ⇒基準の範囲を超える場合は違法  

は違法  

「準則」も同じ       「参考とすべき基準」「勘酌すべき基準」  「定めるべき基準」「遵守すべき基準」  

「勘案すべき基準」「考慮すべき基準」  「適合すべき基準」「よるべき基準」も  

も同じ  同じ  




